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【職務執行状況の報告事項の例示】 

○ 理事会が定めた理事長及び業務執行理事の専決事項の執行状況（法人の運営上ポイントとなるもの） 

  （例）専決した契約（⇒理事長専決額の見直しの検討の材料）、短期借入、職員の異動 など 

○ 決算見込、月次決算（四半期、半期決算）    ○ 所轄庁による指導監査の指摘事項 

○ 過去の理事会決議事項につきその経過内容    ○ 各施設等事業活動の状況 

○ 重要性の高い契約締結の顛末（指定管理契約や入札契約の結果など） ほか 

理事会で決定しなければいけないこと。 

委 任 理事会 

報告があることで理事会の監督機能が働き、かつ、理事会の活性化が図られる 

報 告 

＊契約の専決（重要な契約の締結）、借入、職員の異動 

 

 

 

＊決算見込、月次決算 

＊所轄庁による指導監査の指摘事項 

＊過去の理事会決議事項につきその経過内容 

＊各施設等事業活動の状況  など 

理事長 ◇ 専決事項として具体的な事項を理事会で 

決議し委任する。 

 
 

 

＊日々の業務 

＊法令や定款で理事会

の決議を必須としな

いとした事項。 

 

 

理事長 

 

 

*特定の業務 

業務執行 

理事 

 

 

 

 

 

*特定の

業務 

 

定款細則等で、理事長の権限の一部を施設長等

の専決とすることが可能 

業務 

執行 

理事 


